
８．審議会等委員への女性委員登用目標設定状況（平成31年４月１日現在）

市町名

津 市

四日市市
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松 阪 市
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鈴 鹿 市

名 張 市
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木曽岬町

東 員 町

菰 野 町

朝 日 町

川 越 町

多 気 町

明 和 町

大 台 町

玉 城 町

度 会 町

大 紀 町

南伊勢町

紀 北 町

御 浜 町

紀 宝 町

三 重 県

令和２年４月１日（調査時点）の目標
値
・女性委員の割合が委員総数の40%以
上、60%以下となる構成の附属機関の数
が、全附属機関数の66.7%となること。
・女性委員のいない附属機関について
は、その解消を図る。
・全附属機関における女性委員の割合
を40%とする。

男女共同参画の視点で進める三重県附属機関等への
委員選任基本要綱

令和5年3月までに30％

審議会等の委員への男女共同参画推進要綱

第2次名張市男女共同参画基本計画

令和4年3月までに40％

令和2年3月までに30％

第3次亀山市男女共同参画基本計画

令和3年3月までに35％

2019-2024桑名市男女共同参画基本計画

令和2年3月までに30％

第6次川越町総合計画

多気町男女共同参画推進基本計画

第2次明和町男女共同参画基本計画

令和3年3月までに25％

令和3年3月までに30％

第2次玉城町男女共同参画計画

度会町男女共同参画基本計画

大紀町男女共同参画計画

令和4年3月までに33％

令和2年4月までに30％

第2次紀宝町男女共同参画プラン 令和3年3月までに30％

令和4年3月までに40％

第2次大台町男女共同参画基本計画 令和3年3月までに30％

令和3年3月までに30％

第二次男女共同参画基本計画

第3次紀北町行財政改革大綱

第5次御浜町総合計画　後期基本計画

かがやくあさひ男女共同参画基本計画

令和4年3月までに40％
伊勢市附属機関への女性委員登用推進要綱
第3次伊勢市男女共同参画基本計画

いなべ市男女共同参画第3次推進計画 令和5年3月までに30％

鳥羽市第2期男女共同参画基本計画

第3次東員町男女共同参画プラン 令和5年3月までに35％

令和10年3月までに40％

第3次伊賀市男女共同参画基本計画

目標値の設定根拠 目標値

令和2年までに40～60％四日市市審議会等女性委員登用推進要綱

令和5年3月までに30％第3次津市男女共同参画基本計画

令和6年4月までに37％

令和6年3月までに各審議会に占め
る女性の割合が40～60％で、その
値を満たす審議会が全審議会の
70％

令和3年3月までに37％

第2次鈴鹿市男女共同参画基本計画

令和3年3月までに35％

第2次熊野市総合計画　前期基本計画

令和3年3月までに28％

令和2年3月までに15％

－ 設定なし

第5次総合計画 令和5年3月までに30％

第3次菰野町男女共同参画推進プラン

第2次志摩市総合計画　前期基本計画 令和3年3月までに32.5％

令和3年3月までに40％
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